
小田原市次世代育成支援対策行動計画(後期計画) 平成２３年度実施状況

■　国から求められている特定12事業

番号 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

児童数(人) 3,300 3285

施設数(か所) 31 31

児童数(人) - -

施設数(か所) - -

児童数(人) 50,000 40610

施設数(か所) 26 26

児童数(人) - -

施設数(か所) - -

児童数(人) - -

施設数(か所) - -

児童数(人) 100 10

施設数(か所) 2 1

開設日数(日) 260 260

施設数(か所) 2 2

児童数(人) 1,264 1166

施設数(か所) 28 33

9
1
(3)

地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター整
備事業含む)
※地域における子育て支援サービスの充実

子育て支援センターなど拠点施設を活用し、子育てひろばの運営、講座等
の実施などにより子育て家庭の育児負担感の軽減を図る。

施設数(か所) 4 4

プロポーザル方式による公募により委託先を決定した。
利用者数　マロニエ　３０，５９７人　いずみ　１６，４０２人
こゆるぎ３，６５３人、　おだぴよ４，４９２人(平成２３年１０月開設)
(城山ひろば１，７３６人　平成２３年９月まで)

A 子育て政策課

開設日数(日) 260 260

施設数(か所) 13 10

11 13
子育て短期支援事業（ショートステイ事業）
※保育サービスの充実

保護者が病気などの理由で、家庭において子どもの養育が困難な場合に、
児童養護施設等で一時的に保護する子育て短期入所支援事業（ショートス
テイ事業）を実施する

施設数(か所) - - 児童相談の中で対応しているため未実施 - 子育て政策課

12 4
ファミリー・サポート・センター事業
※地域における子育て支援サービスの充実
※仕事と子育ての両立のための基盤整備

子どもの預かりなど育児支援を受けたい人と育児支援ができる人を組織化
し、援助活動を行うことができるように調整等を行ないます。

施設数(か所) １箇所 1

プロポーザル方式による公募により委託先を決定した。
支援会員　４７０人　依頼会員　１，５９１人　両方会員　９６人
活動件数　３，６２３件
平成２４年３月より産前・産後の家事支援を開始。

A 子育て政策課

保育課10 11
一時預かり事業
※保育サービスの充実

通院、冠婚葬祭等で、一時的に家庭で保育することができなくなった児童
の保育を行う。今後、実施園の拡大に努める。

延利用人数3,123人。実施園における利用人数に応じて補助金を交付したほか、新たに１園で
実施を開始した。

Ｃ

保育課

8 34
放課後児童健全育成事業
※児童の健全育成

労働等により、昼間家庭に保護者のいない家庭の児童に対して、放課後の
居場所を提供することで、その健全育成を図る。

・70人を超える大規模なクラブを分割（久野小児童クラブ）
・23年8月　富士見小児童クラブ　小学校内へ移転
・入所児童数　1,166人　全33クラブ

Ａ 青尐年課

7 10
病児・病後後児保育事業(乳幼児健康支援一時
預かり事業)
※保育サービスの充実

病気回復期にあり、集団保育や幼稚園での生活ができない児童を、病気回
復期まで一時的に預かる。

病後児保育を実施する保育所に対し、補助金を交付したほか、年２回の病後児保育事業連絡
会を開催した。

Ａ

子育て政策課

保育課

トワイライトステイ事業
※保育サービスの充実

保護者が病気などの理由で、家庭において子どもの養育が困難な場合に、
児童養護施設等で一時的に保護する子育て短期入所支援事業（トワイライ
トステイ事業）を実施する

児童相談の中で対応しているため未実施

6 7
休日保育事業
※保育サービスの充実

保護者の就労状態等に対応するため、日曜・祝日等に保育を行う。今後、
利用状況を見ながら実施園の拡大に努める。

休日保育を実施する１施設に対し、補助金を交付した。 Ｄ

保育課

4 7
夜間保育事業
※保育サービスの充実

保護者の就労状態等に対応するため、夜間において保育を行う。今後の
ニーズの状況により、実施を検討する。

ニーズが尐ないため未実施

公立７園で実施したほか、実施した民間19園に対し、補助金を交付した。 Ｂ3

保育課

-5 13

－

1 5

2 特定保育のニーズがないため未実施

通常保育事業
※保育サービスの充実
※仕事と子育ての両立のための基盤整備

家庭で保育することができない児童を保育所で預かり、保育を行う。個々の
保育所の定員の弾力化や拡充により待機児童の解消を図る。

保育課

6
延長保育促進事業
※保育サービスの充実

保護者の就労状態等に対応するため、通常の11時間保育の前後におい
て、時間を延長して保育を行う。今後、受入れの拡大と時間延長に努める。

要入所児童の保育に必要な運営費を負担する。また、引き続き、個々の保育所の入所定員
の弾力化を行うとともに、民間保育所１園の増築により20名の定員増が図られた。

Ｂ 保育課

12
特定保育事業
※保育サービスの充実

保護者の就労状態等に対応するため、特定の曜日・時間帯において保育
を行う。今後のニーズの状況により、実施を検討する。

－
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小田原市次世代育成支援対策行動計画(後期計画) 平成２３年度実施状況

基本施策１　地域における子育ての支援

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

1
地域子育て支援拠点事業(再掲)

子育て支援センターなど拠点施設を活用し、子育てひろばの運営、講座等
の実施などにより子育て家庭の育児負担感の軽減を図る。

施設数(か所) 4 4
プロポーザル方式による公募により委託先を決定した。
利用者数　マロニエ　３０，５９７人　いずみ　１６，４０２人こゆるぎ３，６５３人、
　おだぴよ４，４９２人(平成２３年１０月開設)　(城山ひろば１，７３６人　平成２３年９月まで)

A 子育て政策課

2 児童プラザ運営事業
子どもが楽しく安全に遊べるように、助言指導を行い、子どもの健全育成と
子育て家庭が安心して遊ぶ事の出来る環境を提供する。

施設数(か所) 1 1 平均的に40～50名程度の利用があり、長期休暇時の利用は70～80名程度の利用。 A 子育て政策課

3 子育て支援センター整備事業(再掲) 子育て家庭からの要望の高い地域に子育て支援センターを整備する。 施設数(か所) 4 4
おだぴよ子育て支援センターを平成２３年１０月に開設した。

A 子育て政策課

4 ファミリー・サポート・センター事業(再掲)
子どもの預かりなど育児支援を受けたい人と育児支援ができる人を組織化
し、援助活動を行うことができるように調整等を行ないます。

施設数(か所) １箇所 1
プロポーザル方式による公募により委託先を決定した。
支援会員　４７０人　依頼会員　１，５９１人　両方会員　９６人　活動件数　３，６２３件
平成２４年３月より産前・産後の家事支援を開始。

A 子育て政策課

児童数(人) 3,300 3285

施設数(か所) 31 31

児童数(人) 50,000 40610

施設数(か所) 26 26

児童数(人) 100 10

施設数(か所) 2 1

8 乳児保育促進事業 ０歳児の保育を行う。今後、定員枞の拡大に努める。 受入施設数 29 25
民間保育所には対象児童の保育環境の整備・充実を図るための補助金を交付した。20名の
乳児定員増が図られた。

Ｃ 保育課

9 障害児保育促進事業 保育士等の体制を整え、障害のある児童の保育を行う。 実施施設数 31 14 障害児の受け入れを実施した民間保育所に対しては、人件費等に必要な補助金を交付した。 Ｄ 保育課

開設日数(日) 260 260

施設数(か所) 2 2

開設日数(日) 260 260

施設数(か所) 13 10

児童数(人) - -

施設数(か所) - -

13
子育て短期支援事業（ショートステイ事業・トワイ
ライトステイ事業）(再掲)

保護者が病気などの理由で、家庭において子どもの養育が困難な場合に、
児童養護施設等で一時的に保護する子育て短期入所支援事業（ショートス
テイ事業・トワイライトステイ事業）を実施する

施設数(か所) - - 児童相談の中で対応しているため未実施 - 子育て政策課

14 認可外保育施設への支援事業 認可外保育施設の保育環境の向上を図るため、助成や指導行います。 施設数(か所) 11 11
私設保育施設入所児童の処遇向上、健康や安全衛生面での適切な保育水準を確保するた
めの補助金を交付した。新たに１園が届出保育施設から認定保育施設へ移行した。

Ａ 保育課

15 公立保育所運営管理業務
公立保育所の施設等の整備や、給食の提供、職員の研修、賠償保険関係
などを含めた運営管理を行う。

児童数 645 571 在園児の減尐等が見られる園について方向性を検討した。 Ｄ 保育課

16 民間保育所運営費補助事業 民間保育所の運営が円滑に行われるよう人件費等を補助する。 実施数（ヵ所） 23 23 市内保育所23園を中心に運営のための補助を行った。 Ａ 保育課

17 公立保育所施設整備事業 安全を確保し、多様な保育ニーズに対応するため施設整備を行なう。 施設数(か所) 99 46
4園の3歳児、4歳児保育室にエアコンを設置ほか、必要な修繕について県交付金を活用し修
繕を行った。

Ａ 保育課

18 民間保育所施設整備事業
安全で多様な保育サービスに対応できるように、民間保育所における施設
の改築や大規模修繕に対して助成を行う。

実施費用 6 1 １園について大規模修繕を行った。 Ａ 保育課

19 認定こども園整備事業
教育・保育を一体的に行い、地域における多様な保育ニーズに対応するた
め、既存の保育所、幼稚園での認定こども園の設置を検討する。

設置数 １園 検討 先進事例の視察や下中幼稚園の認定こども園化を検討した。 － 保育課

20 家庭的保育事業
保育士等の資格を持ち、市の認定を受けた家庭保育員が、自宅などの家
庭的な雰囲気の中で乳幼児を預かるサービスを実施します。

－ - － 県が実施する家庭的保育者基礎研修に公立保育所保育士2名を受講させた。 － 保育課

21 保育所送迎ステーション事業
待機児童の解消のため、待機児童の発生している地域に送迎ステーション
を設置し、他地域の受入れに余裕のある保育所へ児童の送迎を実施す
る。

－ - － 他の施策による待機児童の解消状況にあわせ、その実施について検討中であるため未実施 － 保育課
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家庭で保育することができない児童を保育所で預かり、保育を行う。個々の
保育所の定員の弾力化や拡充により待機児童の解消を図る。

要入所児童の保育に必要な運営費を負担する。また、引き続き、個々の保育所の入所定員
の弾力化を行うとともに、民間保育所１園の増築により20名の定員増が図られた。

Ｂ(2)
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延長保育促進事業(再掲)
保護者の就労状態等に対応するため、通常の11時間保育の前後におい
て、時間を延長して保育を行う。今後、受入れの拡大と時間延長に努める。

公立７園で実施したほか、実施した民間19園に対し、補助金を交付した。 Ｂ

通常保育事業(再掲)

11

保育課

7 休日保育事業(再掲)
保護者の就労状態等に対応するため、日曜・祝日等に保育を行う。今後、
利用状況を見ながら実施園の拡大に努める。

休日保育を実施する１施設に対し、補助金を交付した。 Ｄ 保育課

6

5

保育課

10
病児・病後後児保育事業(乳幼児健康支援一時
預かり事業)(再掲)

病気回復期にあり、集団保育や幼稚園での生活ができない児童を、病気回
復期まで一時的に預かる。

病後児保育を実施する保育所に対し、補助金を交付したほか、年２回の病後児保育事業連絡
会を開催した。

Ａ 保育課

一時預かり事業(再掲)
通院、冠婚葬祭等で、一時的に家庭で保育することができなくなった児童
の保育を行う。今後、実施園の拡大に努める。

延利用人数3,123人。実施園における利用人数に応じて補助金を交付したほか、新たに１園で
実施を開始した。

Ｃ 保育課

12 特定保育事業(再掲)
保護者の就労状態等に対応するため、特定の曜日・時間帯において保育
を行う。今後のニーズの状況により、実施を検討する。

特定保育のニーズがないため未実施 － 保育課
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小田原市次世代育成支援対策行動計画(後期計画) 平成２３年度実施状況

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

22
こんにちは赤ちゃん事業
(乳児家庭全戸訪問事業)

生後４か月までの乳児の家庭を訪問し、相談に対する助言や情報提供等
を行い、要支援家庭には適切なサービス提供につなげる。

訪問率 100% 94% 訪問家庭数　1,432件 Ｂ 子育て政策課

23 子育てマップ(ぴんたっこ)発行事業
子育てしやすい環境となるよう、子育て世帯に有用な情報を一冊にまとめ、
配布する。

発行部数 ５，０００冊 ５，０００冊
子育てマップ(ぴんたっこ)を子育て家庭に配布する。
平成２３年度は行政提案型協働事業として子育てマップ「ぴんたっこ」を公募によりＮＰＯ団体
「mama'shug」と協働(委託契約)で５，０００冊発行した。

A 子育て政策課

24 ママパパ子育て知恵メール配信事業
妊婦や乳幼児を持つ親等を対象に、妊娠や出産・育児に関する情報をメー
ルで提供し、不安の軽減を図る。

配信数 増加 12,075通配信 定期配信8,264通(24回)、号外としてイベント情報等(5回)を3,811通配信した。 A 健康づくり課

25 子育て支援フェスティバル開催事業
子育て中の親と子どもや子育てを支援する団体が集まり、子育ての地域の
環を広げる、子育て支援フェスティバルを開催する。

参加団体数来場
者数

50団体　5，000
人

45団体　４，００
０人

東日本大震災の影響もあり、実行委員会で開催中止とした。 - 子育て政策課

26 子育てサークル運営費助成事業
地域で子育て中の保護者と子どもが集まり、親子での遊び、情報交換、勉
強会などを行う子育てサークルに対して、活動費の一部を助成する。

助成数 - 12
地域の主任児童委員が開催するサークルは、地域での子育てひろばとして市の委託事業とし
て位置づけ、その他の子育てサークル12団体に補助金を交付した。

A 子育て政策課

27 公園再整備事業
総合公園、特殊公園、街区公園について計画的に老朽化施設の更新及び
公園の改築を行う。

遊具等更新実施
公園箇所数

52箇所 15箇所
南板橋公園、森戸公園、成田公園、蛍田公園、酒匂浜公園、中村原公園、酒匂第一公園、小
竹東公園、別堀公園、中村原第六公園、大窪公園、下小竹公園、南町なぎさ公園、光海橋公
園、寿町第一公園

A みどり公園課

28 まちのなかの公園整備事業 みどりの広場や生産緑地の活用により、身近な公園整備を進める。 街区公園箇所数 143箇所
134箇所（＋３箇

所）
公園事業として曽我神戸公園、開発行為等により、多古山の神公園、曽我神戸ふれあい公園
が新規整備された。

B みどり公園課

29 児童遊園地維持管理助成事業
自治会など地域で管理する児童遊園地の新設、遊具の補修・増設、運営
費等の助成を行う。

設置箇所数 現状維持 54
運営補助として５３件、損害賠償責任保険対象として５６件、補修補助として2件の助成を行っ
た。
谷津児童遊園地が地権者の関係で廃止となったため、１件減となった。

B 子育て政策課

30 子ども会支援事業
学区連合子ども会、市子ども会連絡協議会のさまざまな活動に対して助成
する。

助成組織数
　市子連　１
　単位子ども会
160

　市子連　１
　単位子ども会
154

市子ども会連絡協議会への活動費補助
単位子ども会への活動費補助

Ｂ 青尐年課

31 地区健全育成組織支援事業
地域の担い手となり得る地区健全育成組織が行う地域活動を活性化させ
るために経済的支援を行う。

助成組織数 25 24 各地区健全育成組織への活動費補助 Ｂ 青尐年課

32 青尐年育成推進員支援・活用事業
地域の指導者となり得る青尐年育成推進員協議会が行う活動を活性化さ
せるために経済的支援を行う。

助成組織数 1 1
市青尐年育成推進員協議会への
活動費補助

A 青尐年課

33 地域の見守り拠点づくり事業 小学校単位で、子どもが安心して集まり活動できる居場所を設置する。 箇所数 8 3
久野地区・・・　期日：毎週木曜日　場所：久野区民会館等　参加：小学生３０人程度／回
早川地区・・・期日：概ね３ヶ月に1度　場所：早川小学校　参加：子ども１０～１５人程度／回
下府中地区・・・期日：毎週土曜日の午後　場所：下堀公民館　参加：１０～１５人程度／回

Ｃ 青尐年課

児童数(人) 1,264 1166

施設数(か所) 28 33

35 放課後子ども教室推進事業
地域の主体的な居場所づくりの取組みを、学校・公共施設の利用や補助金
により支援する。

- - - 未実施　（類似事業である「地域の見守り拠点づくり事業」の実施を優先する） - 青尐年課

36 体験学習事業
学校や世代を超えた交流による自然体験や社会体験、生活体験などの体
験学習の機会を提供する

参加者数 250 187
地域・世代を超えた体験学習の実施
　　参加者：小学生123人、指導者64人

C 青尐年課

37
総合型地域スポーツクラブの推進
（※家庭や地域の教育力の向上）

スポーツ活動を気軽に、そして継続的に行うことができるよう「総合型地域
スポーツクラブ」を支援していく。

- - -
総合型地域スポーツクラブ（2クラブ）への支援として、合同イベント「運動まつり」を2回開催
し、合計で650人以上が来場した。

A スポーツ課

38 就園就学支援事業
幼稚園（私立）就園のための費用、小中学校の学用品費や学校給食費等
の援助等により、保護者の経済的負担の軽減を図る。

- - -
（就園奨励費）対象者1,062人に対し、合計①81,249,680円を支給した。
（要保護及び準要保護児童生徒援助費）　対象者　小学校1,514人　中学校763人
支給額　小学校計②90,386,313円　中学校計③69,895,813円

A 教育指導課

39 子ども手当支給事業
次代を担う子どもの育ちを支援するため、中学校修了前までの子どもに子
ども手当を支給する。

- - -

（つなぎ法）延べ193,686人（１人につき１ヶ月13,000円)に対し、2,517,918,000円の子ども手当
を支給した。
（特別措置法）延べ96,447人（1人につき1ヶ月10,000円または15,000円）に対し、1,081,190,000
円の子ども手当を支給した。

A 子育て政策課

(3)
子
育
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34 放課後児童健全育成事業(再掲)
労働等により、昼間家庭に保護者のいない家庭の児童に対して、放課後の
居場所を提供することで、その健全育成を図る。

・70人を超える大規模なクラブを分割（久野小児童クラブ）
・23年8月　富士見小児童クラブ　小学校内へ移転
・入所児童数　1,166人　全33クラブ

Ａ 青尐年課
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小田原市次世代育成支援対策行動計画(後期計画) 平成２３年度実施状況

基本施策２　母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

40 妊婦健康診査事業 妊娠中に14回まで妊婦健康診査費の一部を公費負担する 受診率 90%
77.5％

(14回:1,640人
17,796件)

妊娠期間中一人14回の妊婦健診費用補助券を交付し、1,640人に17,796件の委託医療機関
における個別健康診査を実施した。

B 健康づくり課

41 妊婦歯科健康診査事業 妊娠中に1回妊婦歯科健康診査を指定歯科医院で実施する 受診数増加 ー 184人 市内65ヵ所の指定歯科医院で、妊娠中に1回歯科健診を実施した。 Ａ 健康づくり課

42 乳幼児健康診査事業
保健センターや指定医療機関において、４か月児健康診査・８～９ヶ月児健
康診査、１歳６ヶ月児健康診査、２歳児歯科健康診査、３歳児健康診査と乳
幼児事後検診を実施する。また、4歳・5歳児に検尿検査を実施する

受診率 増加

４か月：98.4％
１歳６か月：

97.0％
３歳：94.2％

4か月、1歳6か月、2歳、3歳、事後検診は、保健センターで、8～9か月健診は、市内23箇所の
医療機関で対象年齢の乳幼児に健診を実施した。

A 健康づくり課

43 育児相談事業
保健センター等での定例育児相談や、地区公民館等での出張相談を行う。
また、保健センターでは、電話や来所による相談を毎日実施する。

参加者数 増加 6,059人
毎月実施する、保健センターでの育児相談会には、平均120組以上の相談者が来所してお
り、23年度の参加者数は、4,297人、電話相談は、1,762件であった。

C 健康づくり課

44 母子健康教育事業

妊婦とその家族を対象に、安心して妊娠中の生活が送れ、安全な出産が
迎えられるようにママパパ学級を行う。乳幼児を持つ親等を対象に、子育て
応援講座で育児に関する情報を提供し、親子教室で育児不安の軽減を図
るための教室を実施する。

参加者数 増加
199回

16,096人

妊婦とそのパートナーを対象に、ママパパ学級を年18回延べ355人に実施した。また、第1子
の親を対象に、4ヶ月健診時に子育て応援講座(ママのひよこ組、パパのたまご組)を年間72回
開催した。

A 健康づくり課

45 母子訪問指導事業
妊婦や乳幼児を持つ親等に育児相談会や家庭訪問などで、妊娠や育児に
関する情報を伝える。

訪問率 100%
93.3％

(対象者782人
中1,459人)

2,123人(妊婦51件、産婦953件、乳児943件、幼児176件)の妊婦や乳幼児等に対し、保健師や
助産師が家庭訪問を実施し、育児支援を行った。

B 健康づくり課

46 小児生活習慣病対策事業 将来メタボリックシンドロームを予防するための健康教育等を実施 - - 100%
健康診断による肥満傾向児統計の作成、専門医による検討会議の実施
小児生活習慣病対策予防講演会の実施、小児生活習慣病対策教材の購入

Ａ 保健給食課

47 食育実践活動事業
地域において食生活実践活動を行っている小田原市食生活改善推進団体
に食生活実践活動事業として委託し、食に関する知識の普及を図り、保健
事業を効果的に実施する。

- - -
児童・生徒・学生とその保護者等を対象に食育の大切さを伝えるための講話及び調理実習を
実施
5 回延べ216名に実施

A 健康づくり課

48 食育推進計画策定事業

市民が、食に関する知識と食を選択する力を習得し、生涯にわたり健全な
心身を培い、豊かな人間性を育むことができるようにするため、そして次代
を担う子どもたちに、より良い食生活が継承されるようにするため、食育を
総合的に推進していく計画を策定する。

- - - 平成２２年度に食育推進計画策定済。 - 健康づくり課

49 農業体験事業
小学校、農家団体、農協等が連携し、農業の大切さへの理解を深めるた
め、子どもたちとその保護者を対象に農業体験学習を実施する。

体験者数 増加
153人
59人

・水稲栽培体験学習を実施
　（田植え・稲刈）
・食と農の体験学習を３回実施
　（梨、家畜ふれあい、みかん）

B 農政課

50 食育啓発事業(親子料理事業) 地元の食材（野菜・魚）を使用した親子料理教室を開催する。 毎年実施 ４回　113人 ４回　111人 親子料理教室、お魚ミニ講座、栄養ミニ講座、魚のおろし方 Ａ 保健給食課

(3)
思
春
期
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51
保健教育推進事業
※健やかな体の育成

年齢に応じた性教育の実施や生活習慣等について、児童生徒や保護者に
対して保健指導を進める。

- - 100%
各中学校での産婦人科医や助産師による性教育講演会の開催
性教育検討委員会の実施

Ａ 保健給食課

52 小児深夜救急医療事業
毎日、深夜から翌朝にかけての小児の急病に対応するため、市立病院に
おいて小児科の深夜救急医療を実施する。

ー 3303件

22:00～翌9:00
・・・２８２５件
（参考）
　17:00～翌9:00
・・・７４８７件

毎日、深夜から翌朝にかけての小児の急病に対応するため、市立病院において小児科の深
夜救急医療を実施する。

Ａ
健康づくり課

市立病院

53 休日・夜間診療事業
小田原市休日・夜間急患診療所にて休日及び夜間における小児科診療を
実施する。

ー -

休日71日
3,123件

夜間366日
5,013件

計8,136件

小田原市休日・夜間急患診療所にて休日及び夜間における小児科診療を実施した。 A 健康づくり課

(4)
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小田原市次世代育成支援対策行動計画(後期計画) 平成２３年度実施状況

54 小児医療費助成事業
子どもの医療費について、保険診療の自己負担分を助成する。対象年齢
の拡大を図っていく。

対象児童 小学校3年生まで
外来小学校３年

生まで
子どもの医療費について、保険診療の自己負担分の助成を行った。
通院：平成23年10月から小学校３年生までに拡大、入院：中学校卒業まで

A 子育て政策課

(4)
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小田原市次世代育成支援対策行動計画(後期計画) 平成２３年度実施状況

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

55 保育体験学習の実施
保育園、幼稚園において乳幼児とふれあう中学生の保育体験学習を実施
する。

保育体験学習の
実施

増加 56 中学校からの要請に応じて受け入れを行った。 Ｃ 保育課

56 キャリア教育推進事業
職場体験活動などをとおして、子どもが自分の将来を描くキャリア教育を推
進する。

－ 実施水準の維持 ー 各小・中学校におけるキャリア教育指導計画作成のための、情報提供を行った。 Ａ 教育指導課

57 小学校外国語活動推進事業
子どもの外国語に対する興味・関心を高め、国際的視野を持つ子どもを育
成する。

ALT配置人数 実施水準の維持 5人
必修である５，６年生の35時間の外国語活動のうち、半分の約1８時間はALTとの授業ができ
るように、ALT5名を配置した。

A 教育指導課

58 日本語指導・異文化交流
生活・学習面の支援を行うことで、安心して学校生活を送ることができるよ
うにする。

日本語指導協力
者派遣者数

実施水準の維持 ２５人 外国人児童・生徒に対する日本語指導において、協力者を派遣し、日本語指導等を行う。 B 教育指導課

59 学校図書館の活用・整備
小田原市「学校図書ボランティア連絡会」が行っている「読み聞かせ」等の
ボランティア活動等を行う。

図書ボランティア
実施校（校）

実施水準の維持 ３４校
各小・中学校に司書教諭を配置し、司書教諭と図書ボランティアが協力連携しながら、学校図
書館の充実と子どもの読書活動の充実を図った。

Ａ 教育指導課

60 尐人数学級編制推進事業
小学校１・２学年の１学級あたり３５人を超える学校に尐人数学級編制を実
施し、尐人数指導スタッフを派遣し、３０人を超える学級のある学校にスタ
ディ・サポート・スタッフを派遣する。

必 要 派 遣 人 数
（人）

実施水準の維持 ４１人
尐人数指導スタッフ１０人とスタディ・サポート・スタッフ３１人を小学校２０校に派遣し、小学校
入門期である小学校１・２年生に、基礎的な生活習慣の確立及び基礎的基本的な学力の定着
を図るとともに、きめ細かな指導体制を確立し、個に応じた指導を実施した。

B 教育指導課

61 人権教育 児童生徒への人権尊重の精神の涵養を図る。
人権移動教室開
催校

実施水準の維持 ７校
人間の命の尊さについて理解を深め、学校、家庭、地域における人間尊重の意識の高揚を図
るため人権移動教室を開催した。

A 教育指導課

62
特別支援教育
※障害児施策の充実

教育上配慮を要する児童・生徒に適切な指導を行う個別支援員を配置し、
併せて、医師や臨床心理士等を学校に派遣し、助言・指導を行う。

個別支援員
相談員
心理士
巡回相談員
医師            人数

実施水準の維持

個別支援員69名
相談員2名心理士1

名
巡回相談員3名医

師1名

各学校より出された教育的ニーズに対応するべく、個別支援員、支援チームの派遣、ならび
に、あおぞらを中心とした教育相談を行った。

Ａ 教育指導課

63 不登校対策強化事業
不登校児童・生徒のための教育相談指導学級を運営する。また、不登校対
策支援室会議を設置し、不登校生徒訪問相談員を中学校に派遣する。

不登校児童・生
徒出現率

小学校0.58％
中学校4.31％

小学校0.66％
中学校3.86％

不登校児童・生徒のための教育相談指導学級を運営する。また、不登校対策支援室会議を
設置し、不登校生徒訪問相談員を中学校に派遣する。校内支援室を効果的に運営するため
に指導員を二人体制にする。

B 教育指導課

64
教育相談事業
※教育相談の充実

専門的な機関との緊密な連携により、組織的に教育相談を進める。
教育相談件数
教育相談回数

実施水準の維持
４８２件

１９９２回
来所相談・電話相談・訪問相談により、不登校、いじめ、学習、育て方、特別支援等の相談を
受け、必要があれば関係機関につないでいく。

B 教育指導課

65
ハートカウンセラー相談員派遣事業
※被害にあった子どもの保護の推進

第三者的な相談員として「ハートカウンセラー」の派遣を行う。 ー
ハートカウンセ
ラーを10校に派

遣

ハートカウンセ
ラーを5校に派

遣
小学校に第三者的な相談員として「ハートカウンセラー」の派遣を行う。 Ｃ 教育指導課

66 健康診断事業
学校保健安全法に基づき、心臓疾患検診、腎臓疾患検診など児童生徒等
の健康定期診断を実施する。

健診人数 ー 15625人 心疾患、腎疾患、脊柱側わん症等検診 Ａ 保健給食課

67 ウォーキングタウン小田原・歩育推進事業 子どもたちの豊かな心や生きる力を育む「歩育」を推進する。 － － － 公立幼稚園の親子を対象に「歩育啓発事業」を実施した。（2園） A スポーツ課

68 特色ある学校づくり推進事業 創意工夫を生かした特色ある園・学校づくりを進める。 実施校 実施水準の維持 ６園・３６校
「子どもの学びと育ちを地域ぐるみで支える学校」を目指し、各校が様々な研究テーマを掲げ
て特色ある園、学校づくりを推進している。

A 教育指導課

69 校舎リニューアル事業 学校施設の長寿命化等の整備を行う。 整備完了学校数
校舎リニューアル
事業対象（4/15
校）の修了

1
前年に引き続き、千代小学校校舎リニューアル事業を実施し、既存特別教室の改修を行っ
た。

A 教育総務課

70 教育環境質的向上事業
洋式トイレ、バリアフリー化、空調設備、太陽光発電パネル等の整備を行
い、教育環境の質的向上を目指す。

整備数
普通教室への天
井扇風機の設置

完了

天井扇風機　１
０９教室

小学校４校、中学校３校の計１０９教室に天井扇風機を設置した。 A 教育総務課

71 学校施設情報化事業
パソコン等の情報機器を整備し、教育ネットワークを拡充した校内LANの整
備を行う。同時に情報保護対策を図る

整備数
校内LAN整備の

完了
ー 平成２２年度に整備した教育ネットワークの維持･管理を行った。 A 教育総務課

72 学校施設安全対策事業
学校施設の耐震化が完了するため、今後は窓ガラスへの飛散防止フィル
ム貼付等、学校施設の安全に係る事業を行う。

整備数

飛散防止フィル
ム　25/25校の完

了
(中学校は完了

済)

飛散防止フィル
ム　1校

小学校１校の窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付し、地震発生時等におけるガラスの飛散を
防ぎ、施設利用者の安全を確保した

Ｃ 教育総務課

73 学校災害給付事業
事故防止のために安全教育を徹底し、事故に際しては災害賠償補償制度
の利用など円滑な学校運営を行なう

－ - - 学校事故に対応するため保険に加入する Ａ 保健給食課

74 公立幼稚園教育推進事業
延長保育の実施。公立幼稚園のあり方について検討。教諭の資質向上等
を図るため、研究事業を実施。

水準維持 - － 市立幼稚園研究会に研究事業を委託 A 教育指導課

75 私立幼稚園教育推進事業
園児の内科検診や教職員の資質向上を図るため研修・研究活動を支援す
る。

水準維持 - －
園児内科歯科検診補助：（対象10園）
私立幼稚園協会補助金を支出

A 教育指導課

⑤
信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く
り

⑥
幼
児
教
育
の
充
実

基本施策３　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備
　(1)次世代の親の育成、子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備
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④
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小田原市次世代育成支援対策行動計画(後期計画) 平成２３年度実施状況

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

76 二宮尊徳学習事業
二宮尊徳翁の事績等を学習し、郷土の先人を愛する心を育て、自己の生き
方の一助とする。

実施校数 実施水準の維持 小学校全２５校
各学校において、二宮尊徳について講話を聞いたり、尊徳記念館を見学したりして学習したこ
とを展示発表する。

A 教育指導課

77 スクールボランティア推進事業
学校がコーディネーターと連携し、学校支援をするスクールボランティアを
活用する。

協議会、各中学
校部会、養成講
座、報告会

実施水準の維持

・事業成果報告会
の開催

・地域ぐるみの教
育推進委員会の開

催

・学校支援活動のより一層の推進
・未実施校への普及啓発

A 教育指導課

78 学生ボランティアの活用 教育活動を支援する学生を派遣し、教育活動の活性化を図る。 派遣数 実施水準の維持

63名（幼稚園２
５名、小学校２３
名、中学校１５

名

幼稚園、小中学校の教育活動を支援する学生を派遣し、教育活動の活性化を図る。 A 教育指導課

79 尊徳学習推進事業
尊徳生誕地としての地域的特性を生かし、尊徳時代の生活・仕事の追体
験、史跡の散策等、子どもが尊徳の教えに親しむための機会を提供する。

参加者数 増加 528
「報徳の集い」の実施、ボランティア解説員の配置、刉行物の発行、「子ども映画会と金次郎
のおはなし」・「正月のお飾りつくり」の開催、出張講座の実施

A 生涯学習課

80 家庭教育学級事業
ＰＴＡや子育てサークル等で実施される学習会や、入園、入学前説明会の
際の家庭教育講座等を行う。

学級数 実施水準の維持 35
ＰＴＡや子育てサークル等で実施される学習会や、入園、入学前説明会の際の家庭教育講座
等を行う。

B 生涯学習課

81 地球こども環境アカデミー事業

西さがみ１市３町の児童・生徒を対象に、エコキャンプや自然観察会などの
環境学習プログラムを取り入れた体験学習を行い、体験学習で学んだこと
や、日頃取り組んでいる環境活動などについての内容を「環境壁新聞」に
まとめこどもエコ★フォーラムで発表する。

－ － －
小田原市・足柄下地区こども環境学習協議会（1市3町）が解散したことから、アカデミー事業
は終了した。

- 環境政策課

82 こどもエコクラブ交流会開催事業
市内のこどもエコクラブを対象に、環境学習などを通じて、こどもエコクラブ
同士の交流と情報交換を図り、今後の活動に役立ててもらう。

－ 150 － 平成23年度から、事務局機能が市から財団に移管されたことから、市の活動はなくなった。 - 環境政策課

83 ふるさとの森づくり事業 水源地域での植林、下草刈り、枝打ち等の森林作業体験を実施する。 体験者数 150人 - 雤天により中止 - 農政課

84 青尐年環境浄化団体等支援事業
有害図書の回収等の実施、環境浄化推進委員協議会や保護司会など関
係機関と連携した活動を実施する。

・助成組織数
・活動回数

実施水準の維持
助成組織　２
社会環境実態調査
等　２回

環境浄化推進委員協議会への活動費補助、保護司会への活動費補助、社会環境調査の実施
（平成２３年度　保護司会関連事務は、人権・男女共同参画課へ事務移管）

A

青尐年課
・

人権・男女共同参
画課

基本施策４　子育てを支援する生活環境の整備

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

85 住宅マスタープラン推進事業
より良い住宅を供給するために、計画に基づく住宅施策の推進を図
る。

－ - - 住宅関連情報を市役所ロビーの住コーナー及び市街地整備課にて提供した。 Ａ 市街地整備課

86 市営住宅考査時の配慮
考査入居の住宅困窮度を点数化するに当たり、子育て世帯に対し加点し、
入居しやすくなるよう配慮する。

子育て世帯選定
割合

募集戸数の30%
考査区分の募
集戸数の0.7％

入居者の選考にあたり、子育て世帯が入居しやすいように配慮した。 Ｄ 建築課

87 バリアフリーネットワーク備事業
歩行者の安全確保を優先とし誰もが安心して歩けるネットワークづくりを推
進する

通学路の歩道整
備率

21.10% 21.59%
市道００３９　L=249.0m
市道４４５２　L= 41.0m

Ａ 道水路整備課

88 鉄道駅舎バリアフリー施設支援事業
１日平均利用者数５千人以上の鉄道駅（特定旅客施設）のバリアフリー化
整備を推進する。

バリアフリー化さ
れた駅舎

小田原駅、鴨宮
駅、国府津駅、栢
山駅、富水駅、蛍

田駅

-
平成２２年度で１日平均利用客５千人以上の鉄道駅(平成２６年度目標)のバリアフリー整備は
完了している。

A 都市政策課

89 交通安全施設の充実
道路照明灯、防護柵、カーブミラーなどの交通安全施設の整備や維持修繕
を行う。

整備箇所数

道路反射鏡26基
照明灯3基

区画線５ｋｍ
防護柵306ｍ

道路反射鏡22
基

照明灯4基
区画線5.8Kｍ
防護柵241m

生活道路及び幹線道路の交通事故防止対策として道路反射鏡、照明灯、区画線、防護柵等
の設置を行った

Ａ 道水路整備課

90 市民生活道路の改良事業
狭あいな道路の拡幅整備を行うとともに、円滑な通行の支障となっている
交差点の改良などを行う。

- - 14路線
市道００２５、市道００３２　ほか

市内一円
Ａ 道水路整備課

91 地域防犯灯整備費補助事業 地域自治会の管理する防犯灯の整備及び維持費の一部を助成する。 設置箇所数 前年度の1％増 14,620 地域自治会の管理する防犯灯の整備及び維持費の一部を助成した。 Ｂ 地域安全課

92 自転車等放置防止対策事業
道路、公園等に自転車等が放置されることを防止するため、自転車利用者
に対して指導啓発を行う。

- - -
道路、公園等に自転車等が放置されることを防止するため、自転車利用者に対するマナー指
導と放置自転車等の移動を実施した。

Ｂ 地域安全課

93 こそだてにやさしいまなざし事業
乳幼児を連れて安心して外出ができるように、乳幼児を抱えた家庭にやさ
しいサービスを提供するお店や施設の紹介を行う。

設置施設数 22
公共施設27
民間施設51

設置施設に依頼し最新情報の更新を行った。また、小田原市公式ホームページ改定を広報広
聴課に依頼した。

A 子育て政策課

(2)
家
庭
や
地
域
の
教
育
力
の
向
上
、
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ど
も
を
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り
巻
く
有
害
環
境
対
策
の
推
進
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な
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の
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(2)
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通
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境
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小田原市次世代育成支援対策行動計画(後期計画) 平成２３年度実施状況

（５）職業生活と家庭生活との両立の推進

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

94 労働教育事業
新しい時代に即応できるよう勤労者の知識の習得を図り、労働問題講演会
を開催する

労働問題講演会
参加者数

募集定員の80％
以上

47人
(募集定員50人

の94％)

11月15日　労働基準法「年金と社会保険の現状と手続きは…」のテーマで県の短期労働講座
（５回）のうち1回を担当した。

Ａ 産業政策課

95 男女共同参画情報誌発行事業
男女共同参画社会づくりについて情報発信や問題提起を行う情報紙を発
行する。

発行部数 -

平成23年11月
15日第39号発

行
平成24年3月15
日第40号発行

発行部数：各号９，５００部
自治会回覧

Ａ
人権・男女共同

参画課

96 啓発イベント開催事業
男女共同参画社会の実現推進のため、講演会等のイベントを市民実行委
員と協働で企画実施する。

イベント参加者 - 178人
「ダニエル・カールと始める　あたりまえ男女共同参画」
開催日：平成24年3月10日

Ｂ
人権・男女共同

参画課

97 起業家支援セミナー開催事業
新たな担い手となる創業者の発掘と起業家支援を図るため、起業家支援セ
ンターを運営し、起業家応援セミナーを開催する。

セミナー参加者
数

220人 181人
7～8月に4講座（競争マーケティング戦略、ブランド構築、インターネット販売促進術など）、月
に4講座（女性パワーによるビジネス展開、実践的営業マーケティング、ビジネスマナーなど）
開催した。

Ｂ 産業政策課

98 一般事業主行動計画促進事業
一般事業主行動計画を策定し、仕事と子育ての両立を図る子育て社員を
応援する企業を増やすため事業所への啓発活動を行う。

- - -
ワークライフバランスのパンフレットを配置した。
神奈川県労政福祉課の神奈川県ワーク・ライフ・バランス推進ポータルサイト「かながわ働き
方改革」に登録した。

Ｄ 子育て政策課

(4)
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
の
た
め
の
基
盤
整
備

99 勤労者融資対策預託金事業
一般融資より低金利で融資を受けることができるよう金融機関に資金を預
託する

- -

新規融資実行
件数

88人(H22）　→
94人(H23）

預託先である金融機関に広報活動に努めていただくよう依頼した。 Ｂ 産業政策課

基本施策６　子ども等の安全の確保

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

100 地域防犯力強化事業
地域住民による自主防犯活動の普及、充実を図るとともに、地域における
「顔の見える関係づくり」を構築し、地域の防犯力を高める。

刑法犯認知件数 2000以内 2,210
小田原警察署管内防犯指導員協議会の防犯指導員と連携し、毎月10日の防犯の日をはじ
め、春の地域安全運動や安心安全まちづくり旬間に防犯キャンペーン等を実施した。

Ｂ 地域安全課

101 交通安全運動推進事業
交通事故の発生件数を減らすため、地域自治会や小田原警察署等と連携
を図りながら交通安全対策を実施する。

交通事故発生率 0.59%以内 0.50%
小田原警察署や交通安全関係団体と連携を図りながら、各季の交通安全運動等（春・夏・秋・
年末の交通安全運動など）を実施した。

Ａ 地域安全課

102 交通安全街頭指導事業
市交通安全指導隊及び市交通指導員が児童、生徒の登下校時の交通安
全を確保するため、月２回（1日・15日）の交通安全日に街頭指導を行う。

月２回 月２回 月２回
月２回（1日・15日）の交通安全日をはじめ、各季の交通安全運動期間、各種行事等において
街頭指導を実施した。

Ａ 地域安全課

103 交通安全教育推進事業
交通事故の多い小学校の低学年や高齢者、自転車利用者等を対象に「交
通安全教室」を開催し、交通ルールや交通マナーの教育、交通安全意識啓
発を行う。

- - - 継続的な交通安全教育や広報啓発活動を実施（交通教室開催回数　１８８回） Ａ 地域安全課

104 交通安全団体活動費補助事業
小田原交通安全協会、小田原市交通安全母の会連絡協議会、小田原市
交通安全対策協議会に対して活動費を助成する。

- - - 各団体と連携を図りながら、交通安全啓発活動を実施した。 Ａ 地域安全課

105 街頭指導活動等充実事業
青尐年専任補導員と各地域の青尐年育成推進員が連携して夜間指導等
を実施する。

街頭パトロ ール
回数

２９回（２２８人） ２４回（１８４人） 街頭パトロールの実施 Ｂ 青尐年課

(1)
子
ど
も
の
交
通
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
活
動
の
推
進
、
子
ど
も
を
犯
罪
等
の
被
害
か
ら
守
る
た
め
の
活
動
の
推
進

(3)
仕
事
と
生
活
の
調
和
￢
ワ
｜
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
乚
実
現
の
た
め
の
働
き
方
の
見
直
し
等
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小田原市次世代育成支援対策行動計画(後期計画) 平成２３年度実施状況

基本施策７　要保護児童への対応などきめ細かな取組の推進

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

106 養育支援家庭訪問事業
保護者の養育支援が必要である家庭に対し、その居宅を訪問し助言や指
導を行うほか、ヘルパーを派遣し家事支援等を行う。

支援件数 充実 4件
保護者の養育支援が必要である家庭に対し、その居宅を訪問し助言や指導を行うほか、ヘル
パーを派遣し家事支援等を行った。
派遣先4箇所、派遣延べ日数76日

A 子育て政策課

107 こども相談支援体制充実事業
児童虐待の未然防止と発生時の早期対応に向け、関係機関との一層の連
携・協力のもと、子どもの相談体制の充実を図る。

相談体制人数 充実
常勤職員3名

児童相談員1名
児童相談・児童虐待の通告及び未然防止に対処した。 A 子育て政策課

108 要保護児童対策地域協議会運営事業
虐待防止を推進するため、幅広く関係機関との連携を図り、啓発・対策に
努める。

実施回数 充実

代表者会議1回、
実務担当者会議5
回、ネットワーク
ミーティング37回

２４機関で構成する地域協議会において、要保護児童の適切な保護等を図るため、会議を開
催した。

A 子育て政策課

109 市営住宅への入居優遇(ひとり親) ひとり親の市営住宅への入居に当たり、優先度を高めるよう配慮する。
ひとり親世帯選
定割合

ー
考査区分の募
集戸数の０．
７％

入居者の選考にあたり、ひとり親世帯が入居しやすいように配慮した。 D 建築課

110 ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭の親と子の医療費について、保険診療の自己負担分を助成
する。

- - - ひとり親家庭の親と子の医療費について、保険診療の自己負担分の助成を行った。 A 子育て政策課

111 児童扶養手当支給事業
父母の離婚・父の死亡などによって、父と生計を同じくしていない児童につ
いて手当を支給し、母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進する。

ー ー ー 父子56世帯、母子1,494世帯、養育者6世帯に対して、児童扶養手当を支給した。 A 子育て政策課

112 母子家庭自立支援事業
母子自立支援員を設置するほか、技能、資格の取得を支援のための教育
訓練給付金や利子補給金等を支給。各種セミナーを実施する。

就労実績 増加 4人
教育訓練給付金　5件
高等技能訓練促進費　13件
利子補給　11件

A 子育て政策課

113 母子家庭生活支援事業
母子、父子世帯が自立に必要な事由や疾病などにより、一時的に介護・保
育などの支援が必要になった場合に、家庭生活支援員を派遣する。

派遣日数 増加 2日 子育て支援として、5月から6月までに、１名延べ4時間の派遣を実施した。 D 子育て政策課

114 ひとり親家庭等生活支援事業
ひとり親家庭がファミリー・サポート・センター事業を利用した場合に、支
払った利用料に対して一定額を助成する。

検討 ー ー 市の事業としては未実施 - 子育て政策課

115 障がい児支援事業
障がい児に対する手当の支給及び通園施設の運営、日中活動の場の提
供等により、障がい児及び保護者を支援する。

ー ー ー
　障害児福祉手当、市心身障害児福祉手当及び児童デイサービス費を給付した。また、市通
園施設「つくしんぼ教室」を運営し、児童デイサービスを提供した。

B
障がい福祉課

保育課

116 障がい児療育支援体制整備事業 保育所を含め、障がい児の療育を推進するための体制を整備する。 ー ー －
臨床心理士や市保健師が公立保育所を訪問し、発達に課題があると思われる児童の行動等
の観察から、保育士に対して園児への支援方法について助言・指導を行った。

Ｂ
保育課

(1)
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
充
実

(2)
母
子
家
庭
等
の
自
立
支
援
の
促
進

(3)
障
が
い
児
施
策
の
充
実
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小田原市次世代育成支援対策行動計画(後期計画) 平成２３年度実施状況

■　行動計画外事業（平成２３年度実施）

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

子
育
て
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
｜
ク
づ
く
り

117
地域子育てサロン事業
(地域子育てひろば事業)

地域での子育て支援として、毎月定期的に同一場所で地域子育てを開設
する。また、民生委員・児童委員が開催している子育てサークルについて
は、地域での子育てコミュニティとして毎月定期的に開催することにより、子
育てサロン事業の一活動として統合を図る。

連合自治会単位
(２５地区)

20 16

運営経費として委託料を支払うとともに、各々の現場の巡回や支援者との意見交換を通して、
活動の課題把握を行い、より運営しやすい環境づくりを行った。また、下曽我、橘北、久野地
区については既に地域での子育てサークル・ひろばが開設しているので、他の地区の子育て
ひろばと同様に委託事業とするため民生委員・主任児童委員に説明した。

Ｂ
子育て政策課
福祉政策課

家
庭
や
地
域
の
教
育
力
の
向
上
、
子
ど
も

を
取
り
巻
く
有
害
環
境
対
策
の
推
進

118 家庭教育学級事業
酒匂川の水源地一つである山北町の森林の間伐体験や散策をとおして、
酒匂川の水質保全に対する関心を深め、2市8町の広域で自然環境を守り
育てる取り組みを進める。

ー ー 参加者34名
豊かな水源を育む森林での散策、木工体験や工場見学を行い、環境保全に対する関心を深
め、2市8町での交流の機会とした。
実際に間伐体験を予定していたが、雤天のため間伐のデモンストレーションを実施した。

- 環境政策課

■　新規事業（平成２４年度実施予定）

大分類 事業NO 事　業　名 事業内容 目標指標
平成２６年度目標

値・目標水準
平成23年度実

績値・実績
平成23年度実施内容

平成23年度事業量
評価（Ａ～Ｄ）

所　管

※Ｈ23年度事業量評価欄は、次の項目の中から該当するＡ～Ｄ及び－の符号を記入してください。
　Ａ　計画どおり（上回った）１０割以上
　
　Ｂ　概ね計画どおり（８割以上）
　Ｃ　若干下回った（５割以上８割未満）
　Ｄ　大きく下回った（５割未満）
　-　実施なし　
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